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平成３０年６月１日発行  

福祉用具貸与事業所の皆様へ 

平成 30 年４月 17 日付けで厚生労働省より「平成 30 年度以降の福祉用具貸与に係る商品コード

の付与・公表について」が通知されました。 

 それにより、 

・現在、暫定的な商品コードとして使用されている「99999-999999」は、平成 30 年５月貸与分まで 

・テクノエイド協会により公表された商品コードを介護給付費明細書に記載すること  

となりました。 

 また、平成 30 年４月サービス分から摘要欄に記載された商品コード等が適切であるかのチェックを行

います。 

※５月サービス分の取扱いについて（例）  

上記に関連するエラーコードは以下のとおりです。  

・１４０８ 「資格：福祉用具商品コードが登録されていません。」（新規エラーコード）  

福祉用具商品コードが存在しない場合にエラーとなります。  

・１４０９ 「資格：適用期間外の福祉用具商品コードです。」（新規エラーコード）  

サービス提供年月が取得した福祉用具商品コードの適用期間に含まれない場合にエラーと

なります。 

・１４ＱＲ 「資格：摘要欄が未記入です。」（従来からのエラーコード）  

商品コードが記載もれの場合にエラーとなります。  

・１４０７ 「福祉用具商品コードのフォーマットに誤りがあります。」（従来からのエラーコード）  

商品コードがフォーマット（XXXXX-YYYYYY）どおりでない、 

または 13 文字目以降に空白文字以外が設定されている  

場合にエラーとなります。（X、Y は半角英数字（０～９、大  

文字アルファベット、ただし I、O、Q を除く）） 

詳しくは、「介護保険最新情報Ｖｏｌ .650」をご覧ください。 
   （ＷＡＭＮＥＴよりご覧いただけます）  
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